
様式第６号 

 

　  高齢者等居住安全改修工事に係る固定資産税減額申告書 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年１２月　１日 
 

（宛先）下関市長 

 

　住宅の居住安全改修工事を行いましたので、下関市税条例附則第１０条の３

第９項の規定により、次のとおり申告します。 
 

（裏面に続く） 

 

納税義務者 

(申告者)

住 　所 

（所在地）
　下関市南部町１番１号

 フリガナ 　　　　　ナベ　 ｶｲｼｭｳ

 氏 　名 

(名　称)
　　　　　南部　 海舟 
　　　　　　　　　連絡先（０８３）２３１－１１１１　

 個人番号 

(法人番号)

 

家屋の表示

所 　在 下関市　南部町　３２１　　　　　　　 番地

 構造・種類 木造 ・ 居宅 家屋番号 ３２１番

 床面積 　　１３５．７９㎡（うち居住用　　．　㎡）

 建築年月日 　　　　 　昭和５０年　９月　１日

 登記年月日 　　　　　 昭和５０年１１月 １日

 居住安全改修工事の完了日 　　      　　　令和８年　８月２０日

 

居住してい

る高齢者等

フリガナ 　　ナベ　　ﾀﾐｺ

 氏 　名 　　南部　 民子

 居住者要件 ①高齢者 　②要介護・要支援 　③障害者

 　改修工事の費用　　(Ａ) 　　　　　　　　１,２４４,８４７円

 補助金等

(Ｂ)

　　　　　　　    　　　　　　　 円

 居宅介護住宅改修費 　　　　　　　　　　７７,０００円

 介護予防住宅改修費 　　　　　 　 　　 　　　　円

 　自己負担額 　 (Ａ－Ｂ) 　　　　　　　　１,１６７,８４７円

 期限後に提出する場合、提

出できなかった理由
　改修費の交付決定が遅れたため。
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注１　「居住安全改修工事」とは、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介

助の容易性の向上に資する次の改修工事で、自己負担額が 50 万円を超えるもの

をいう。 

　　(1) 廊下又は出入口の拡幅 

　　(2) 階段の勾配の緩和 

　　(3) 浴室の改良 

　　(4) トイレの改良 

　　(5) 手すりの取り付け 

　　(6) 床の段差の解消 

　　(7) 引き戸への取り替え 

　　(8) 床表面の滑り止め化 

　２　居住安全改修工事の完了日から３月以内に提出すること。 

　３　「建築年月日」欄は、居住安全改修工事の完了日から 10 年以上前の日となるこ

と。 

　４　「居住している高齢者等」欄は、次に該当することについて「〇」を付すこと。 

  　(1) 高齢者　居住安全改修工事の完了日の属する年の翌年の１月１日（完了日が

１月１日である場合は、同日）における年齢が６５歳以上の者 

　　(2) 要介護・要支援　介護保険法第１９条第１項の要介護認定を受けている者又

は同条第２項の要支援認定を受けている者 

　　(3) 障害者　地方税法施行令第７条各号に掲げる者 

 

添付資料 

１　納税義務者の住民票の写し（下関市に住民票のある納税義務者は不要） 

２　居住している高齢者等に応じ、それぞれ次の書類 

　(1) 高齢者　住民票の写し（下関市に住民票のある高齢者は不要） 

　(2) 要介護・要支援　介護保険被保険者証の写し 

　(3) 障害者　障害者に該当する旨を証する書類（障害者手帳等）の写し 

３　居住安全改修工事に係る次のいずれかの書類 

　(1) 改修箇所の写真（改修前後の状態がわかるもの）、工事の明細書及び領収証 

　(2) 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による増改築等工事証明書 

４　補助金等を受けている場合は、補助金等の内容を確認できる書類 


